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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
挿 入 部 の 先 端 側 に 湾 曲 部 を 備 え た 内 視 鏡 装 置 に お い て 、
前 記 湾 曲 部 に そ の 一 部 を 接 続 し 、 他 部 を 回 転 体 に 接 続 し た 線 状 部 材 と 、
駆 動 源 よ り 発 生 し た 駆 動 力 を 前 記 回 転 体 に 伝 達 し 、 前 記 回 転 体 を 回 転 す る こ と に よ り 前 記
線 状 部 材 を 駆 動 し て 前 記 湾 曲 部 を 湾 曲 す る 伝 達 機 構 と を 備 え 、
前 記 伝 達 機 構 は 、 前 記 回 転 体 を 第 １ 及 び 第 ２ の 方 向 の 双 方 に 回 転 可 能 で あ る と と も に 、 前
記 回 転 体 の 回 転 方 向 を 切 り 替 え 可 能 な 切 替 機 構 を 備 え た 内 視 鏡 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 湾 曲 部 は 、 前 記 回 転 体 の 回 転 方 向 に 応 じ た 方 向 に 湾 曲 す る 請 求 項 １

記 載 の 内 視 鏡 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 線 状 部 材 及 び 該 線 状 部 材 に 対 応 す る 前 記 回 転 体 は 、 前 記 湾 曲 部 の 目 標 湾 曲 方 向 に 応 じ
て 複 数 設 け ら れ て お り 、
前 記 伝 達 機 構 は 、 前 記 駆 動 源 よ り 発 生 し た 駆 動 力 を 前 記 複 数 の 回 転 体 の そ れ ぞ れ に 分 配 す
る 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 内 視 鏡 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 湾 曲 部 を 上 下 方 向 及 び 左 右 方 向 の そ れ ぞ れ に 湾 曲 可 能 な よ う に 、 前 記 線 状 部 材 及 び 該
線 状 部 材 に 対 応 す る 前 記 回 転 体 は 少 な く と も ２ 組 設 け ら れ て い る 請 求 項
３ 記 載 の 内 視 鏡 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 伝 達 機 構 は 、 前 記 複 数 の 回 転 体 の そ れ ぞ れ を 略 同 時 に 回 転 可 能 で あ る

請 求 項 ３ 又 は ４ 記 載 の 内 視 鏡 装 置 。
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